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研究成果申告書（がん対策推進総合研究事業） 

研究課題名 全国がん登録の円滑な運用のための検証に関する研究 （20EA1007） 

研究代表者名 東 尚弘（国立がん研究センター がん対策研究所 がん登録センター 

センター長）

研究分担者の人数： 4 人 研究期間：令和２年度 ～ 令和４年度 

研究費交付額（追加交付を含む） 

（単位：千円） 

令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 

12,000 千円 9,790 千円 9,790 千円 

評価点数（単位：点） 事前評価 中間評価 

1 年目 

中間評価 

2 年目 

14.1 点／20 点 15.3 点／20 点 X.X 点／20 点

がん登録の推進に関する法律に基づき全国がん登録は 2016 年診断症例以降、全国の病

院から義務的届出が開始され、2019 年に初年罹患数が 995,131 例発表された。これは前

年の 2015 年地域がん登録の罹患数 903,914 例から約９万例の増加であり、地域がん登録

の毎年数万例程度の増加に比べると急な増加である。これは制度移行の影響と考えられ

ている。 

 全国がん登録制度の運用の安定化と改善と信頼のためには①データの質評価が必要

不可欠である。さらに、未着手の課題として、2019 年度から始まった全国がん登録情報

の提供の②データ匿名化の安全性評価の確立の 2 点が必要である。 

 前者①は、細分化すると a.登録数や情報内容の質、及び、b.死亡情報の突合確率、

の二つが要検討である。登録数については前述の制度移行の影響が、届出件数、治療開

始後の届出割合、既登録との突合確率、遡り調査回答の診断年分布などの 処理過程の各

段階における症例数を記述し観察することで影響の大きさの手がかりが得られ、この経

時的評価で安定化の過程がわかる。情報内容の質については、部位・組織型の詳細度（NOS

の頻度など）や部位と組織型の分布など情報自体の特性を検討することで評価が可能で

ある。これらは 1～3 年次各年で行いその動きを検証する。b.死亡情報については、これ

まで国からの死亡情報を提供されている院内がん登録や一部の地域がん登録で行われて

いた住民票照会による生存状況確認との差異が生じる可能性がある。そこで従来の住民

票照会を 2016 年症例サンプルについて 1、3 年目に行う。 

 後者②データ匿名化の安全性評価の確立については、細分化すると a. 匿名化個票

の提供における安全性確保、b.データ公表における秘匿性と有用性確保のバランスの 2

種類の焦点がある。研究者への提供では、研究課題によっては全データの提供を希望す

る課題もあり、データの提供ではなく遠隔解析システムの導入などが安全性確保のため

に必要となる。公表における少数例秘匿については常に有用性とのトレードオフ関係に

あり、その適正な評価方法も開発しなければならない。こちらは、初年は海外やわが国

の他統計基準の状況をまとめて方針計画を立て、2 年目で制度応用に必要な解析を行っ

て 3 年目で提言をまとめる。 

 以上のように、本研究は特にデータの質と安全なデータ利用について、今後の全国

がん登録制度の健全な運営を確保するための上記検証活動を行い今後の体制に反映させ

る 
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求められる成果 

・匿名化された情報の提供の手法の検討

・全国がん登録システムの運用方法の検証

・匿名化された全国がん登録の匿名化指標の開発

目標・ 

成果物 （期待される効果）

① 匿名化された情報の提供の手法の検討

①-1 匿名化を破る攻撃者が持ちうる情報など考え、想定を作成する

①-2  全国がん登録 2016 年、2017 年の匿名化データを申請する

①-3  全国がん登録データを用いて１で考えられる項目を加工して k-匿名化

で評価する

② 匿名化された全国がん登録の匿名化指標の開発

全国がん登録の匿名化の強度を測るための指標を同定する。あるいは匿名安

全性を守るための客観的基準を同定する。

②-1 k-匿名化をもとに応用した匿名化指標あるいは安全性基準を検討する

②-2  個票データの安全性だけではなく、集計データの安全性の評価と基準

を検討する

②-3 外国におけるデータ提供先行事例のモデルを選定し、対象を絞って詳

細な情報収集を行う

③ 全国がん登録システムの運用方法の検証

予後の妥当性を検証するために 2016 年症例の 3 年予後を全国がん登録から

のデータと従来からの住民票照会によるデータを比較検討する

③-1 国立がん研究センター中央病院の 2016 年症例についてこれまでの予後

調査支援事業に倣い住民票照会を行う

③-2 2016 年症例の 3 年予後の確定時点でがん登録推進法 20 条に基づく生存

確認情報の提供を受ける

③-3 住民票照会結果と全国がん登録提供を受けた生存確認情報を比較する

③-4 国立がん研究センター中央病院以外の症例収集の可能性の検討

④ 全国がん登録の運営上で算出される指標を設定し、制度移行の影響など

についてのモニタリングを行う

目標・ 

成果物の

達成状況 

(1 年目) 

① 匿名化された情報の提供の手法の検討［達成見込み（令和 5 年 3 月）］

全国がん登録の実際のデータを用いて、様々な加工を行うことで k-匿名化

（同一のデータが k 人以内となる状況）の達成度について k を変化させなが

ら検討する。
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①-1 匿名化を破る攻撃者が持ちうる情報など考え、想定を作成する 
［達成済み］ 

攻撃者の立場を、知人、医療者など、さまざまな想定をしつつ、それらの立

場の人間が知りうる情報を全国がん登録の提供項目から同定し、攻撃パター

ンを検討した。 

 

①-2  全国がん登録２０１６年、２０１７年の匿名化データの利用の申出を

行う［達成済み］ 

11 月の匿名化情報の提供に関して申出を行い、審議会でデータ利用が認めら

れた。 
 
①-3  全国がん登録データを用いて１で考えられる項目を加工して k-匿名化

で評価する［未達成］ 

データが到着したばかりのため、これから解析を開始するところである。 

 
② 匿名化された全国がん登録の匿名化指標の開発［達成見込み（令和 5 年

3 月）］ 
全国がん登録の匿名化の強度を測るための指標を同定する。あるいは匿名安

全性を守るための客観的基準を同定する。 
 
②-1 k-匿名化をもとに応用した匿名化指標あるいは安全性基準を検討する 
［未達成・達成見込み（令和 4 年 3 月）］ 
②-2  個票データの安全性だけではなく、集計データの安全性の評価と基準

を検討し、一定の提言をする 
［未達成・達成見込み（令和 5 年 3 月）］ 
②-3 外国におけるデータ提供先行事例のモデルを選定し、対象を絞って詳

細な情報収集を行う 
匿名化強度の評価方法について情報収集する過程において、文献でカナダ・

オンタリオ州において具体的に漏洩リスクを、理論的にパラメーラを用いて

推定する手法が紹介されていたことから、オンタリオ州の公的データ取り扱

い機関である ICES(Institute of Clinical Evaluative Science)の情報収集を

開始した。今後、機関としての体制や組織発展の経緯などの詳細を情報収集

し、まとめを行う[達成見込み（令和 3 年 6 月頃）] 
 
③ 全国がん登録システムの運用方法の検証［達成見込み（令和 5 年 3 月）］ 
予後の妥当性を検証するために 2016 年症例の 3 年予後を全国がん登録から

のデータと従来からの住民票照会によるデータを比較検討する 
 
③-1 国立がん研究センター中央病院の 2016 年症例についてこれまでの予後

調査支援事業に倣い住民票照会を行う［達成見込み（令和 3 年 3 月）］ 
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2016 年症例のうち①死亡患者全件、②死亡が確認されない患者のうち、生存

最終確認日が 2019/12/31 以前の者で、バイオバンク（予後追跡）非同意患者

様除いた 3824 件について予後調査支援事業と同等の方法で、各地へ住民票

照会を行った。12 月現在作業中である。 
 
③-2 国立がん研究センター中央病院 2016 年症例の 3 年予後の確定時点でが

ん登録推進法 20 条に基づく生存確認情報の提供を受ける［未達・達成見込

み（令和 4 年 6 月）］ 
3 年予後の確定は 2019 年の生存情報確定となるため、2021 年（令和 3 年中）

に予定されている。それが使えるようになるのは令和 4 年度となる。 
 
③-3 住民票照会結果と全国がん登録提供を受けた生存確認情報を比較する 
［未達・達成見込み（令和 5 年 3 月）］ 

上記③-2 の作業が終わってからになる。 
 
③-4 国立がん研究センター中央病院以外の症例収集の可能性の検討 
［未達・達成見込み（令和 4 年 3 月）］ 

 当初想定していた、がん登録推進法 20 条で施設へ提供された生存確認情

報は第 3 者提供ができず、院内がん登録実施に係る指針に記載のある生存率

の全国集計のみ国立がん研究センターが収集することが可能とされている。

そこで、国立がん研究センター中央病院のデータのみを使った検証を開始し

たが、本研究の目的で全国がん登録の運営のために収集したり突合したりす

ることが可能かどうか、については未整理である。今後可能な方法について

の検討を継続的に行う必要があると考えている。 
 
④ 全国がん登録の運営上で算出される指標を設定し、制度移行の影響など

についてのモニタリングを行う［未達成・達成見込み（令和 5 年 3 月）］ 
届出件数、治療開始後の届出割合、既登録との突合確率、遡り調査回答の診

断年分布などの指標の設定と算出可能性について検討中である。こられの各

種指標については、一部は、全国がん登録システムの運用監視の中で画面上

管理が可能となっているが、より詳細な突合診断年分布などの集計について

は、システム上新たな抽出集計設定が必要なものが多数含まれることが判明

したため引き続き検討中である。また、このような内容の外部への報告・公

表については、審査の必要なデータの利活用にあたるのかなどの整理が必要

であるため、現段階では本研究としては検討にとどまっている。今後、令和

3 年 3 月までに道筋としての整理を行い、必要であれば審議委員会への申出

を行う。 

 

目標・ 

成果物の

（期待される効果） 
① 匿名化された情報の提供の手法の検討 
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達成状況 

(2 年目) 

①-1 匿名化を破る攻撃者が持ちうる情報など考え、想定を作成する（１年

目達成済み） 
①-2  全国がん登録 2016 年、2017 年の匿名化データを申請する（１年目達

成済み） 
① -3  全国がん登録データを用いて１で考えられる項目を加工して k-匿名

化で評価する［未達・達成見込み（令和 4 年 3 月）］ 
データの秘匿については、全国がん登録 2016 年症例、17 年症例の利用申

出を行い、データの提供を受けた。基本的な安全性の確認のため、ICD-10 の

み、ICD-O-3 の部位コードのみ、ICD-O-3 部位コードと組織型コードを使用し

た時、さらに性別、年齢を組み合わせた時の k-匿名化の度合いを知るために、

ユニーク（K=1）となる症例を集計した。また、逆に k-匿名化を目標にデー

タを加工していくプログラムを作成している。もう少し解析を追加したのち

に、公表確認の上で報告とする。また、地理情報の粒度による k-匿名化のレ

ベルを検討するために、市区町村、二次医療圏、保健所コード毎、都道府県

でユニークとなる地域の数を検討した。 

 
② 匿名化された全国がん登録の匿名化指標の開発 
全国がん登録の匿名化の強度を測るための指標を同定する。あるいは匿名安

全性を守るための客観的基準を同定する。［未達成・達成見込み（令和 4 年 8

月ごろ）］ 
②-1 k-匿名化をもとに応用した匿名化指標あるいは安全性基準を検討する 
［未達成・達成見込み（令和 4 年 8 月ごろ）］ 
k-匿名化のみではなく、l-多様性等の他の評価方法について検討中である。

さらに、逆に k-匿名化を確保したデータを作成するための R 言語によるルー

チンの開発に着手した。 
 
②-2  個票データの安全性だけではなく、集計データの安全性の評価と基準

を検討する［未達成・達成見込み（令和 5 年 3 月ごろ）］ 
集計データとして地理情報が公表された場合の安全性について検討するため

に、国勢調査のデータの二次利用を申請して、現在審査中である。 
 
③ 全国がん登録システムの運用方法の検証 
予後の妥当性を検証するために 2016 年症例の 3 年予後を全国がん登録から

のデータと従来からの住民票照会によるデータを比較検討する 
③-1 国立がん研究センター中央病院の 2016 年症例についてこれまでの予後

調査支援事業に倣い住民票照会を行う［未達成・達成見込み（令和 4 年 3 月

ごろ）］ 
2016 年症例については前年度で実施済み。調査が完了し 7094 名の対象者の

うち通院中あるいは追跡に同意の得られていない 3270 名を除き、3824 名を

照会、3749 名について住民票の取得が可能であった。結果、生存 1333 名、
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死亡 3849 名、148 名については不明という結果を得た。7351 名の対象者のう

ち 3347 名の通院者、非同意者を除き 4004 名を対象として住民票照会を実施

した。 

 
③-2 3 年予後の確定時点でがん登録推進法 20 条に基づく生存確認情報の提

供を受ける［未達・達成見込み（令和 4 年 8 月）］ 

前項③-1 が完了してから、令和 4 年度の半ばごろにとなる。 
 
③-3 住民票照会結果と全国がん登録提供を受けた生存確認情報を比較する

［未達・達成見込み（令和 5 年 3 月）］ 

前項③-2 が完了してから、解析が可能になる。 
 
③-4 国立がん研究センター中央病院以外の症例収集の可能性の検討［未達・

達成見込み（令和 5 年 3 月）］ 

 現行法制化においては、がん登録推進法 20 条により各施設に提供された

データを院内がん登録の実施にかかる指針に記載された目的以外に収集する

のは困難であるが、引き続き検討する。 
 
④ 全国がん登録の運営上で算出される指標を設定し、制度移行の影響など

についてのモニタリングを行う［未達・達成見込み（令和 5 年 3 月）］ 

 診断施設不明例の経過を全国がん登録の集計の中で追跡し、2016 年症例は

69141（7.0%）、2017 年症例は 59606（6.1%）2018 年症例は 54489（5.6%）と

漸減傾向を観察した。また、全体的な他の指標の検討については引き続き検

討する。 

 

目標・ 

成果物の

達成状況 

(3 年目) 

（期待される効果） 
① 匿名化された情報の提供の手法の検討 
①-1 匿名化を破る攻撃者が持ちうる情報など考え、想定を作成する（１年

目達成済み） 
①-2  全国がん登録 2016 年、2017 年の匿名化データを申請する（１年目達

成済み） 
① -3  全国がん登録データを用いて１で考えられる項目を加工して k-匿名

化で評価する［達成済み（令和 4 年 10 月）］ 
データの秘匿については、全国がん登録 2016 年症例、17 年症例の利用申

出を行い、データの提供を受けた。基本的な安全性の確認のため、ICD-10 の

み、ICD-O-3 の部位コードのみ、ICD-O-3 部位コードと組織型コードを使用し

た時、さらに性別、年齢を組み合わせた時の k-匿名化の度合いを知るために、

ユニーク（K=1）となる症例を集計した。その結果、2 か年を合わせたところ

では、ICD-O-3 の部位分類のみでのユニークになるものは 58 件しかなく、

ICD-10 分類でも 86 件だったのに対して、部位組織分類まで含めるとは 4639
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件のユニーク症例が出現した（資料１, 表 1）。これらを削除したとしても全

体の件数は 200 万件以上あるためデータの有用性という意味では特に問題な

いと思われる。一方で、ICD-O-3 の部位・組織分類と性別、年齢（1 歳刻み）

を加えると 87688 件のユニークなレコードが生まれた。年齢を 5 歳刻みにす

ると 34800 までおさえられ、また、ICD-10 分類では、2087 件まで抑えられた

（資料 1, 表 1）。これらのトレードオフについては研究仮説とその有用性に

応じて検討をする必要があると考えた。 

 
② 匿名化された全国がん登録の匿名化指標の開発 
全国がん登録の匿名化の強度を測るための指標を同定する。あるいは匿名安

全性を守るための客観的基準を同定する。 
②-1 k-匿名化をもとに応用した匿名化指標あるいは安全性基準を検討する 
k-匿名化［達成済（令和 4 年 9 月）］ 

k-匿名化を確保したデータを作成するための R 言語によるアプリを検討し

た。ここでは、通常の都道府県、市区町村、町丁目といった地域レベルに基

づく地域情報の匿名化処理に加え、地域の位置座標（緯度、経度）に基づき

柔軟に地域領域を再帰的に分割する k-匿名化アルゴリズムを開発し実装し

た。全国がん登録に含まれるレコードを開発した手法で「診断時患者住所」

を k-匿名化し、従来の地域レベルに基づく k-匿名化処理に比べ、分割したグ

ループの粒度の均一化に関する有用性指標が 5%から 15%改善したことを実証

的に評価した（資料 2）。 
さらに既存の匿名化ツール ARX を用いて、患者の性別、年齢、都道府県

コードを準識別子、ICT-10 を機密情報と想定し、k-匿名化したデータに対し

てより厳しい属性推定のリスクを考慮した安全性指標である l-多様性で評価

した。その結果、k-匿名化に基づくレコードのグループ化では ICT-10 の異

なる値の数が k 未満となり十分な多様性が維持できない場合があることが判

明した。また l-多様性, t-近似性を満たす匿名化データの有用性評価を行った

が、それらの安全性を満足するには通常の k-匿名化よりもより粒度の粗いデ

ータに加工する必要があり、特に t-近似性の場合は大幅に匿名化データのグ

ループサイズが大きくなることが判明した。今後もプライバシー保護とデー

タ有用性のトレードオフについては検討する必要があることが明らかになっ

た（資料 2）。 
②-1’ これらの知見をもとにまた、文献や海外事例を総合して、匿名化指標

あるいは安全課基準を提案する。［未達成・達成見込み（令和 5 年 3 月ごろ）］ 
 
②-2  個票データの安全性だけではなく、集計データの安全性の評価と基準

を検討する［一部未達。達成見込み（令和 5 年 3 月ごろ）］ 
集計データとして地理情報が公表された場合の安全性について検討するた

めに、国勢調査のデータの二次利用を申請し、全国（母集団）の市町村の年

齢/性別構成を確認した。同時に、全国がん登録情報より、がん患者の同条件
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の構成を母集団と比較検討した。 
まず 5 歳階級別に、市町村別がん患者数、及び、がん患者が 1 人になる市

町村数を算出した。その結果、どの年齢階級においても、がん患者が 1 人と

なる市町村が存在した（資料３, 表 1-1）。特に、20 歳未満と 100 歳以上の場

合、当該年齢階級のがん患者が居住する市町村のうち半数以上の市町村にお

いて、がん患者が 1 人となっていた（資料３, 表 1-2）。さらに男女別でみる

と、これらの傾向はさらに強まっていた（資料３, 表 2-1～3-2）。また、年齢

構成を 10 歳階級に条件を変えて同様の集計を行ったが、当該年齢階級にお

いて、がん患者が 1 人となる市町村の割合は 2 割程度減るものの、同様の傾

向を示した（資料３, 表 4-1～6-2）。 
以上より、患者の地理情報を市町村まで提供する場合、年齢を 5 歳階級別

に加工して提供したとしても、市町村に当該年齢階級のがん患者が 1 人とな

るケースが多く存在するため、個人識別リスクが高い状態であることが示唆

された。また、通常、性別も同時に提供することが多いため、性別が特定可

能な場合は、さらに個人識別リスクが高まることが推察される。たとえ年齢

を 10 歳階級に加工して提供としたとしても、個人識別性が低くなるとは言

い切れず、市町村レベルの患者住所の提供を行う際は、個人識別リスクにつ

いて十分検討が必要である。 
今後、さらなる解析を行い、がん登録情報の提供関連の安全性評価を行う。 

 
③ 全国がん登録システムの運用方法の検証 

特に予後情報が今後重要になると考えられるが、予後の妥当性を検証する

ために 2016 年症例の 3 年予後を全国がん登録からのデータと従来からの住

民票照会によるデータを比較検討する 
③-1 国立がん研究センター中央病院の 2016、2017 年症例についてこれまで

の予後調査支援事業に倣い住民票照会を行う［達成済み（令和 4 年 3 月）］ 
2016 年症例については住民票照会を実施済み 2017 年症例についても同様

の紹介作業を実施した。 
 

③-2 3 年予後の確定時点でがん登録推進法 20 条に基づく生存確認情報の提

供を受ける［未達・達成見込み（令和 4 年 12 月）］ 

国立がん研究センター中央病院において生存確認情報の提供を東京都から

受けたことを確認し、次に、施設内における院内がん登録利用申請を現在準

備中である。 
 
③-3 住民票照会結果と全国がん登録提供を受けた生存確認情報を比較する

［未達・達成見込み（令和 5 年 3 月）］ 

前項③-2 が完了してから、解析が可能になる。 
 
③-4 国立がん研究センター中央病院以外の症例収集の可能性の検討［未達・
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達成見込み（令和 5 年 3 月）］ 

 現行法制化においては、がん登録推進法 20 条により各施設に提供された

データを院内がん登録の実施にかかる指針に記載された目的以外に収集する

のは困難であるが、引き続き検討する。 
 
④ 全国がん登録の運営上で算出される指標を設定し、制度移行の影響など

についてのモニタリングを行う［未達・達成見込み（令和 5 年 3 月）］ 

 診断施設不明例の経過を全国がん登録の集計の中で追跡し、2016 年症例は

69141（7.0%）、2017 年症例は 59606（6.1%）2018 年症例は 54489（5.6%）、さ

らに、2019 年症例は 49,482（5.0%）と漸減傾向を観察した。最新年であって

も 5～6%の減少傾向を認めており、まだ精度は今後向上していくものと考え

られる。全体的な他の指標については、届出総数などが考えられるが、令和

4 年 3 月のシステムの更新によって 2021 年症例から検討が可能になると予想

される。 

 

 



10 

 
 

目標・成果物の達成状況を証明する資料集 

 
資料 1 匿名化攻撃者による観察可能項目の評価 

 

資料 2 GPS 位置情報に基づく地域情報の再帰的な匿名化処理とその実証評価 

    （2022 年度統計関連学会連合大会 発表資料） 

 

資料 3 地理情報が公表された場合の安全性についての評価 
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資料 1 匿名化攻撃者による観察可能項目の評価 

 

表 1. 2016 年及び 2017 年の 2 か年で、ICD コード（ICD-O-3)、それに順次、 

性別、5 歳刻み年齢、1 歳刻み年齢を組み合わせた場合のユニークになる 

票（患者）数 

他因子なし +性別 +性別年齢5歳 ＋性別年齢生

ICD-O-3・部位のみ 58 111 1,320 6,743

ICD-O-3・部位組織 4,639 6,964 34,800 87,688

ICD-10分類 86 158 2,087 10,836
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資料 2 GPS 位置情報に基づく地域情報の再帰的な匿名化処理とその実証評価 

    （2022 年度統計関連学会連合大会 発表資料） 
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資料 3 地理情報が公表された場合の安全性についての評価 
  

  

表 1-1. 市町村別がん患者数とがん患者が 1 人に 
なる市町村数（5 歳階級/男女） 

年齢階級 市町村数 市町村別

患者数 
(min-max) 

がん患者が

1 人となる

市町村数 
0～4 574 1-39 313 
5～9 455 1-10 308 

10～14 509 1-8 316 
15～19 632 1-14 333 

20～24 823 1-25 342 
25～29 1094 1-55 318 
30～34 1350 1-103 306 

35～39 1514 1-140 275 
40～44 1603 1-256 217 

45～49 1685 1-387 164 
50～54 1733 1-466 135 

55～59 1817 1-514 101 
60～64 1844 1-598 56 
65～69 1875 1-763 32 

70～74 1869 1-1097 33 
75～79 1876 1-1114 26 

80～84 1870 1-887 17 
85～89 1866 1-616 33 
90～94 1829 1-317 102 

95～99 1586 1-86 283 
100～104 717 1-12 403 

105～109 80 1-3 74 

表 1-2. がん患者が 1 人になる市町 
       村の割合（5 歳階級/男女） 
年齢階級 1 人になる市町村数 

／市町村数（％） 

70～74 0.9 
75～79 1.4 

80～84 1.7 
65～69 1.8 

85～89 1.8 
60～64 3 

55～59 5.6 
90～94 5.6 
50～54 7.8 

45～49 9.7 
40～44 13.5 

35～39 17.8 
95～99 18.2 
30～34 22.7 

25～29 29.1 
20～24 41.6 

0～4 52.7 
15～19 54.5 

10～14 56.2 
5～9 62.1 

100～104 67.7 

105～109 92.5 
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表 2-1. 市町村別がん患者数とがん患者が 1 人に 
なる市町村数（5 歳階級/男） 

年齢階級 市町村数 市町村別

患者数 
(min-max) 

がん患者が

1 人となる

市町村数 
0～4 397 1-21 270 

5～9 297 1-5 228 
10～14 343 1-6 243 

15～19 404 1-5 276 
20～24 512 1-10 325 
25～29 623 1-12 336 

30～34 789 1-17 359 
35～39 999 1-35 345 

40～44 1232 1-62 329 
45～49 1391 1-107 292 
50～54 1562 1-163 260 

55～59 1708 1-237 177 
60～64 1803 1-307 100 

65～69 1855 1-478 52 
70～74 1860 1-687 45 

75～79 1860 1-681 48 
80～84 1855 1-520 49 
85～89 1836 1-332 89 

90～94 1710 1-124 192 
95～99 1150 1-28 429 

100～104 258 1-5 211 
105～109 7 1 7 

表 2-2. がん患者が 1 人になる市町 
       村の割合（5 歳階級/男） 
年齢階級 1 人になる市町村数 

／市町村数（％） 

80～84 2.4 

75～79 2.6 
70～74 2.6 

85～89 2.8 
65～69 4.8 
60～64 5.5 

90～94 10.4 
55～59 11.2 

50～54 16.6 
45～49 21 

40～44 26.7 
35～39 34.5 
95～99 37.3 

30～34 45.5 
25～29 53.9 

20～24 63.5 
100～104 68 

15～19 68.3 

0～4 70.8 
10～14 76.8 

5～9 81.8 
105～109 100 
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表 3-1. 市町村別がん患者数とがん患者が 1 人に 
なる市町村数（5 歳階級/女） 

年齢階級 市町村数 市町村別

患者数 
(min-max) 

がん患者が

1 人となる

市町村数 
0～4 366 1-18 254 

5～9 246 1-5 194 
10～14 278 1-4 216 

15～19 433 1-12 285 
20～24 669 1-19 334 
25～29 1000 1-43 318 

30～34 1271 1-88 315 
35～39 1440 1-108 307 

40～44 1519 1-194 205 
45～49 1616 1-280 205 
50～54 1645 1-303 195 

55～59 1712 1-277 176 
60～64 1752 1-291 148 

65～69 1797 1-323 105 
70～74 1794 1-410 97 

75～79 1809 1-433 81 
80～84 1821 1-367 78 
85～89 1813 1-284 105 

90～94 1748 1-193 157 
95～99 1478 1-58 335 

100～104 610 1-8 379 
105～109 68 1-3 65 

表 3-2. がん患者が 1 人になる市町 
       村の割合（5 歳階級/女） 
年齢階級 1 人になる市町村数 

／市町村数（％） 

80～84 4.3 

75～79 4.5 
65～69 5.4 

70～74 5.8 
85～89 5.8 
60～64 8.4 

55～59 9 
90～94 10.3 

50～54 11.9 
45～49 12.7 

40～44 13.5 
95～99 21.3 
35～39 22.7 

30～34 24.8 
25～29 31.8 

20～24 49.9 
15～19 62.1 

0～4 65.8 

100～104 69.4 
10～14 77.7 

5～9 78.9 
105～109 95.6 
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表 4-1. 市町村別がん患者数とがん患者が 1 人に 
なる市町村数（10 歳階級/男女） 

年齢階級 市町村数 市町村別

患者数 
(min-max) 

がん患者が

1 人となる

市町村数 
0～9 758 1-49 361 

10～19 820 1-21 350 
20～29 1207 1-80 303 

30～39 1614 1-243 219 
40～49 1770 1-643 128 
50～59 1847 1-980 59 

60～69 1883 1-1361 23 
70～79 1887 1-2145 13 

80～89 1885 1-1503 12 
90～99 1849 1-389 75 

100～109 749 1-12 412 

表 4-2. がん患者が 1 人になる市町 
       村の割合（10 歳階級/男女） 
年齢階級 1 人になる市町村数 

／市町村数（％） 

80～89 0.6  

70～79 0.7  
60～69 1.2  

50～59 3.2  
90～99 4.1  
40～49 7.2  

30～39 13.6  
20～29 25.1  

10～19 42.7  
0～9 47.6  

100～109 55.0  

表 5-1. 市町村別がん患者数とがん患者が 1 人に 
なる市町村数（10 歳階級/男） 

年齢階級 市町村数 市町村別

患者数 
(min-max) 

がん患者が

1 人となる

市町村数 
0～9 559 1-26 338 

10～19 596 1-9 345 
20～29 790 1-18 334 

30～39 1151 1-47 316 
40～49 1521 1-169 247 

50～59 1775 1-400 124 
60～69 1873 1-751 38 
70～79 1882 1-1334 21 

80～89 1879 1-582 22 
90～99 1736 1-146 166 

100～109 267 1-5 214 

表 5-2. がん患者が 1 人になる市町 
       村の割合（10 歳階級/男） 
年齢階級 1 人になる市町村数 

／市町村数（％） 

70～79 1.1  
80～89 1.2  
60～69 2.0  

50～59 7.0  
90～99 9.6  

40～49 16.2  
30～39 27.5  

20～29 42.3  
10～19 57.9  

0～9 60.5  

100～109 80.1  
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表 6-1. 市町村別がん患者数とがん患者が 1 人に 
なる市町村数（10 歳階級/女） 

年齢階級 市町村数 市町村別

患者数 
(min-max) 

がん患者が

1 人となる

市町村数 
0～9 495 1-23 304 

10～19 562 1-16 321 
20～29 1100 1-62 297 

30～39 1557 1-196 244 
40～49 1716 1-474 157 
50～59 1790 1-580 105 

60～69 1845 1-614 62 
70～79 1847 1-811 44 

80～89 1859 1-651 33 
90～99 1796 1-243 136 

100～109 642 1-8 394 

表 6-2. がん患者が 1 人になる市町 
       村の割合（10 歳階級/女） 
年齢階級 1 人になる市町村数 

／市町村数（％） 

80～89 1.8  

70～79 2.4  
60～69 3.4  

50～59 5.9  
90～99 7.6  
40～49 9.1  

30～39 15.7  
20～29 27.0  

10～19 57.1  
100～109 61.4  

0～9 61.4  


